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北九州市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和元年５月３１日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第１号

北九州市市税条例の一部を改正する条例

北九州市市税条例（昭和３８年北九州市条例第８５号）の一部を次のように

改正する。

第１２条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改

める。

第２２条の３第１項各号列記以外の部分中「第１号に掲げる寄附金」を「法

第３１４条の７第２項の特例控除対象寄附金（以下この条並びに付則第７条の

４及び第７条の６第１項において「特例控除対象寄附金」という。）」に、「

寄附金の額の合計額が」を「特例控除対象寄附金の額の合計額が」に改め、同

項第１号中「特別区」の次に「（次項において「都道府県等」という。）」を

加え、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項各号列記以外の部分中「前項

」を「第１項」に、「同項第１号に掲げる寄附金」を「特例控除対象寄附金」

に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項の場合において、特例控除対象寄附金であるかどうかの判定は、所得

割の納税義務者が同項第１号に掲げる寄附金を支出した時に当該寄附金を受

領した都道府県等が法第３１４条の７第２項の規定による指定をされている

かどうかにより行うものとする。

第２６条中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５項を第６項とし

、第４項の次に次の１項を加える。

５ 第１項又は第４項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得

税法第１９０条の規定の適用を受けたものを有する者で区内に住所を有する

ものが、第１項の申告書を提出するときは、法第３１７条の２第１項各号に

掲げる事項のうち同条第６項の総務省令で定めるものについては、同項の総

務省令で定める記載によることができる。

第２７条の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め

、同条第１項各号列記以外の部分中「市内」を「区内」に改め、同項中第３号

を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。

（３） 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

第２７条の２第２項中「市内」を「区内」に改める。

第２７条の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め

、同条第１項各号列記以外の部分中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条
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の６第１項」に改め、「ならない者」の次に「又は法の施行地において同項に

規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除

く。）の支払を受ける者であって、扶養親族（法第３１４条の２第１項第１１

号の控除対象扶養親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者である者

」を加え、「市内」を「区内」に、「同項の」を「所得税法第２０３条の６第

１項に規定する」に改め、「規定する公的年金等」の次に「（所得税法第２０

３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）」を加え、同項中第３号を第４

号とし、第２号の次に次の１号を加える。

（３） 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その

旨

第２７条の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の６第２項

」に改め、同条第４項中「第２０３条の５第５項」を「第２０３条の６第６項

」に改める。

第２８条第１項中「によって」を「により」に、「同条第６項」を「同条第

７項」に、「第７項」を「第８項」に、「においては」を「には」に改める。

付則第７条の４各号列記以外の部分中「同条第２項第２号」を「同条第３項

第２号」に、「第２２条の３第２項」を「第２２条の３第３項」に、「同条第

１項第１号に掲げる寄附金」を「特例控除対象寄附金」に改め、同条第１号及

び第２号中「第２２条の３第２項第１号の表」を「第２２条の３第３項第１号

の表」に改める。

付則第７条の５中「平成５０年度」を「令和２０年度」に、「及び第２項」

を「及び第３項」に、「第２２条の３第２項第１号の表」を「第２２条の３第

３項第１号の表」に改める。

付則第７条の６第１項中「第２２条の３第１項第１号に掲げる寄附金」を「

特例控除対象寄附金」に、「第２項」を「第３項」に改め、同条第２項中「第

２２条の３第２項」を「第２２条の３第３項」に改める。

付則第１５条の２各号列記以外の部分中「付則第１５条の８」を「付則第１

５条の１０」に改め、同条第１０号中「地方活力向上地域特定業務施設整備計

画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同条第１１号中

「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「認定地方活力向上地域等

特定業務施設整備計画」に改め、同条第１２号中「第５条第４項第５号」を「

第５条第４項第５号イ」に、「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」

を「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、「関する地方活力向

上地域特定業務施設整備計画」を「関する地方活力向上地域等特定業務施設整

備計画」に改め、同条に次の２号を加える。
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（１４） 離島振興対策実施地域 離島振興法（昭和２８年法律第７２号）

第２条第１項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域を

いう。

（１５） 特別償却設備 離島振興法第２０条の地方税の課税免除又は不均

一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成５年自治省令第

１号。付則第１５条の９において「省令」という。）第２条第１号イに規

定する特別償却設備をいう。

付則第１５条の７第１項各号列記以外の部分中「平成３２年３月３１日」を

「令和４年３月３１日」に、「、地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を

「、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、「認定地方活力向上地域

特定業務施設整備計画」を「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」

に改める。

付則第１５条の８第３号中「第７条各号」を「第８条各号」に改め、同条の

次に次の２条を加える。

（離島振興対策実施地域内に新設及び増設をされた特定の家屋及び償却資産

並びに当該家屋の敷地である土地に係る固定資産税の課税免除）

第１５条の９ 平成３１年４月１日から令和３年３月３１日までの間に離島振

興対策実施地域内において旅館業（下宿営業を除く。）又は省令第１条第４

号の事業の用に供するため新設され、又は増設された特別償却設備である家

屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地（平成３１年４月１日以後

において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日

から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があっ

た場合における当該土地に限る。）に対しては、第４２条第１項の規定にか

かわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税を課すべき年度

から３年度分の固定資産税に限り、これを課さない。

（付則第１５条の９の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けようと

する者がすべき申告）

第１５条の１０ 前条に規定する土地、家屋又は償却資産（以下この条におい

て「対象資産」という。）について、同条の規定の適用を受けようとする者

は、次に掲げる事項を記載した申告書に市長が必要と認める書類を添付して

市長に提出しなければならない。

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）並び

に法人にあっては、その代表者の氏名

（２） 対象資産の取得年月日及び取得価額並びに土地にあっては当該土地
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の所在、地番及び面積、家屋にあっては当該家屋の所在、家屋番号、種類

、構造及び床面積、償却資産にあっては当該償却資産の名称、所在、種類

、減価償却開始年月日及び耐用年数

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

付則第１７条の３第３項第２号及び第１７条の４第３項第２号中「同条第２

項」を「同条第３項」に改める。

付則第２０条中「、第４８項若しくは第４９項」を「若しくは第４８項から

第５０項まで」に改める。

付則第２１条第３項第２号、第２２条第５項第２号、第２３条第２項第２号

及び第２４条の２第２項第２号中「同条第２項」を「同条第３項」に改める。

付則第２７条の６第２項中「ついては」の次に「、当分の間」を加え、同条

に次の１項を加え、同条を付則第２７条の７とする。

３ 自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第６４条の６第

２号及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行

われたときに限り、これらの規定中「１００分の２」とあるのは、「１００

分の１」とする。

付則第２７条の５を付則第２７条の６とし、付則第２７条の４を付則第２７

条の５とし、付則第２７条の３を付則第２７条の４とし、付則第２７条の２に

次の３項を加え、同条を付則第２７条の３とする。

２ 福岡県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割

の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第２項

において準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項（

これらの規定を同条第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用を

受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交

通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定

等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。

３ 福岡県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税

の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを付則第

２７条の５の規定により読み替えられた第６４条の８第１項に規定する納期

限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後において知っ

た場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請を

した者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報

を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土

交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大

臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又
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はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第

２９条の１１の規定によりその例によることとされた法第１６１条第１項に

規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、

軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割

の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。

付則第２７条の次に次の１条を加える。

（軽自動車税の環境性能割の非課税）

第２７条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合

を含む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条

において同じ。）に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年１

０月１日から令和２年９月３０日までの間（付則第２７条の７第３項におい

て「特定期間」という。）に行われたときに限り、第６４条第１項の規定に

かかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。

付則第２８条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第

２項中「平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで」を「平成３１年

４月１日から令和２年３月３１日まで」に、「平成３０年度分の軽自動車税」

を「令和２年度分の軽自動車税の種別割」に、「平成３０年４月１日から平成

３１年３月３１日まで」を「令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで」

に、「平成３１年度分の軽自動車税」を「令和３年度分の軽自動車税の種別割

」に改め、同条第３項中「規定する三輪以上の軽自動車（ガソリンを内燃機関

の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。）」を「掲げる法第４４

６条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において

「ガソリン軽自動車」という。）のうち三輪以上のもの」に、「当該軽自動車

が平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで」を「当該ガソリン軽自

動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで」に、「平成３０年度

分の軽自動車税」を「令和２年度分の軽自動車税の種別割」に、「当該軽自動

車が平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで」を「当該ガソリン軽

自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで」に、「平成３１年度

分の軽自動車税」を「令和３年度分の軽自動車税の種別割」に改め、同条第４

項中「規定する三輪以上の軽自動車」を「掲げるガソリン軽自動車のうち三輪

以上のもの」に、「当該軽自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３月３

１日まで」を「当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月

３１日まで」に、「平成３０年度分の軽自動車税」を「令和２年度分の軽自動
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車税の種別割」に、「当該軽自動車が平成３０年４月１日から平成３１年３月

３１日まで」を「当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

３１日まで」に、「平成３１年度分の軽自動車税」を「令和３年度分の軽自動

車税の種別割」に改め、同条に次の１項を加える。

５ 法附則第３０条第２項に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用

のものに対する第６６条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年

４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４

月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

付則第２９条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第

１項中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「第４項」を「第５項」に

改め、同条第２項中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「の納期限」

を「に規定する納期限」に改め、同条第３項中「軽自動車税」の次に「の種別

割」を加え、同条第４項中「付則第２８条の２第２項」を「付則第２９条第２

項」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加える。

付 則

（施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から

施行する。

（１） 第２７条の２第１項各号列記以外の部分及び同条第２項の改正規定

並びに第２７条の３第１項各号列記以外の部分の改正規定（「市内」を「

区内」に改める部分に限る。）並びに付則第１５条の２各号列記以外の部

分及び同条第１０号から第１２号までの改正規定、同条に２号を加える改

正規定、付則第１５条の７第１項各号列記以外の部分及び第１５条の８第

３号の改正規定、同条の次に２条を加える改正規定並びに付則第２９条第

４項の改正規定（「付則第２８条の２第２項」を「付則第２９条第２項」

に改める部分に限る。）並びに付則第３条の規定 公布の日

（２） 第２２条の３第１項各号列記以外の部分及び同項第１号の改正規定

、同条第３項を同条第４項とする改正規定、同条第２項各号列記以外の部

分の改正規定並びに同項を同条第３項とし、同条第１項の次に１項を加え

る改正規定並びに付則第７条の４各号列記以外の部分、同条第１号及び第

２号、第７条の５、第７条の６第１項及び第２項、第１７条の３第３項第

２号、第１７条の４第３項第２号、第２０条、第２１条第３項第２号、第
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２２条第５項第２号、第２３条第２項第２号並びに第２４条の２第２項第

２号の改正規定並びに次条第１項から第３項まで及び付則第５条の規定

令和元年６月１日

（３） 付則第２７条の６第２項の改正規定、同条に１項を加え、同条を付

則第２７条の７とする改正規定、付則第２７条の５を付則第２７条の６と

し、付則第２７条の４を付則第２７条の５とし、付則第２７条の３を付則

第２７条の４とする改正規定、付則第２７条の２に３項を加え、同条を付

則第２７条の３とする改正規定、付則第２７条の次に１条を加える改正規

定、付則第２８条の見出し、同条第２項、同条第３項、同条第４項及び付

則第２９条の見出しの改正規定、同条第１項の改正規定（「第４項」を「

第５項」に改める部分を除く。）、同条第２項及び第３項の改正規定並び

に同条第４項の改正規定（「付則第２８条の２第２項」を「付則第２９条

第２項」に改める部分を除く。）並びに付則第４条第１項及び第２項の規

定 令和元年１０月１日

（４） 第２６条中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５項を第

６項とし、第４項の次に１項を加える改正規定、第２７条の２の見出しの

改正規定、同条第１項中第３号を第４号とし、第２号の次に１号を加える

改正規定、第２７条の３の見出しの改正規定、同条第１項各号列記以外の

部分の改正規定（「市内」を「区内」に改める部分を除く。）、同項中第

３号を第４号とし、第２号の次に１号を加える改正規定並びに同条第２項

及び第４項並びに第２８条第１項の改正規定並びに次条第４項から第６項

までの規定 令和２年１月１日

（５） 第１２条第１項第２号の改正規定及び次条第７項の規定 令和３年

１月１日

（６） 付則第２８条に１項を加える改正規定及び付則第２９条第１項の改

正規定（「第４項」を「第５項」に改める部分に限る。）並びに付則第４

条第３項の規定 令和３年４月１日

（個人の市民税に関する経過措置）

第２条 別段の定めがあるものを除き、前条第２号に掲げる規定による改正後

の北九州市市税条例（次項、第３項及び付則第５条において「令和元年６月

新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令和２年度以後

の年度分の個人の市民税について適用し、平成３１年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。

２ 令和元年６月新条例第２２条の３第１項及び第３項並びに付則第７条の４

及び第７条の６第１項の規定の適用については、令和２年度分の個人の市民
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税に限り、次の表の左欄に掲げる令和元年６月新条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第２２条の３第１項 を支出し、当該特例控除 又は第１号に掲げる寄附

対象寄附金 金（令和元年６月１日前

に支出したものに限る。

）を支出し、これらの寄

附金

第２２条の３第３項 特例控除対象寄附金の額 特例控除対象寄附金の額

及び同項第１号に掲げる

寄附金（令和元年６月１

日前に支出したものに限

る。）の額

付則第７条の４ 特例控除対象寄附金の額 特例控除対象寄附金の額

及び同条第１項第１号に

掲げる寄附金（令和元年

６月１日前に支出したも

のに限る。）の額

付則第７条の６第１ 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は

項 第２２条の３第１項第１

号に掲げる寄附金（令和

元年６月１日前に支出し

たものに限る。）

送付 送付又は地方税法等の一

部を改正する法律（平成

３１年法律第２号）附則

第１３条第７項の規定に

よりなお従前の例による

こととされる同法第１条

の規定による改正前の地

方税法附則第７条第１２

項の規定による同条第８

項に規定する申告特例通

知書の送付

３ 令和元年６月新条例第２２条の３第２項の規定は、個人の市民税の所得割

の納税義務者が付則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後に支出する令
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和元年６月新条例第２２条の３第１項第１号に掲げる寄附金について適用す

る。

４ 前条第４号に掲げる規定による改正後の北九州市市税条例（次項及び第６

項において「令和２年新条例」という。）第２６条第５項の規定は、同号に

掲げる規定の施行の日以後に令和２年度以後の年度分の同条第１項の申告書

を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同

日以後に平成３１年度分までの同項の申告書を提出する場合については、な

お従前の例による。

５ 令和２年新条例第２７条の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定

は、前条第４号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき令和２年新

条例第２６条第１項に規定する給与について提出する令和２年新条例第２７

条の２第１項及び第２項に規定する申告書について適用する。

６ 令和２年新条例第２７条の３第１項の規定は、前条第４号に掲げる規定の

施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成３

１年法律第６号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４０年法律第

３３号。以下この項において「新所得税法」という。）第２０３条の６第１

項に規定する公的年金等（新所得税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。）について提出する令和２年新条例第２７条の３第１項に規定

する申告書について適用する。

７ 前条第５号に掲げる規定による改正後の北九州市市税条例第１２条第１項

第２号の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、

令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 付則第１条第１号に掲げる規定による改正後の北九州市市税条例付則

第１５条の２各号列記以外の部分並びに同条第１４号及び第１５号並びに付

則第１５条の９及び第１５条の１０の規定は、令和２年度以後の年度分の固

定資産税について適用し、平成３１年度分までの固定資産税については、な

お従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

第４条 付則第１条第３号に掲げる規定による改正後の北九州市市税条例（次

項において「令和元年１０月新条例」という。）の規定中軽自動車税の環境

性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪

以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

２ 令和元年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和

２年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。
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３ 付則第１条第６号に掲げる規定による改正後の北九州市市税条例の規定は

、令和３年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年

度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

（都市計画税に関する経過措置）

第５条 令和元年６月新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和２年度

以後の年度分の都市計画税について適用し、平成３１年度分までの都市計画

税については、なお従前の例による。
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北九州市告示第４１号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、この告示により指定する形質変更時要届

出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市環境局環境監視

部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  令和元年６月５日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

北九州市若松区北湊町１３番１及び１３番４の各一部並びに１３番６及

び１３番５６ 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  六価クロム化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう

素及びその化合物 

３ 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  六価クロム化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう

素及びその化合物 

４ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第５８条第５項

第１０号から第１３号までの該当性 

  土壌汚染対策法施行規則第５８条第５項第１２号（埋立地管理区域）に該

当 
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北九州市告示第４２号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により 

、し尿処理手数料の収納事務を次のとおり委託した。 

令和元年６月５日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受 託 者 
委 託 期 間 

名 称 住 所 

一般社団法人北九州市

環境保全協会 

北九州市若松区南二島

五丁目１番１６号 

平成３１年４月１日か

ら令和元年６月３０日

まで 
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工事名 城山緑地アーチェリー場新築工事
工事場所 北九州市八幡西区屋敷二丁目
工事内容 アーチェリー場の新築工事
工期 請負契約締結の日から令和２年２月１４日まで
予定価格 ７，１７０万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 建築工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 建築工事業について特定建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内に
あること。

実績

平成２６年度以降、北九州市（上下水道局、交通局び公営競技局を含む。以下「本市」という
。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建
築工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名の
実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等

Ａランク業者については予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の、Ｂランク業者については予定価格１，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を
含む。）の本市が発注した建築工事で令和元年６月３日から本件開札日までの間に開札するも
のの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和元年６月２５日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

８　入札の無
　効

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和元年６月５日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

北九州市公告第７１号

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札

（１）　この公告の日から令和元年６月１０日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和元年６月１１日　午前９時から正午まで

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

９　その他

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　令和元年６月２０日及び同月２１日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和元年６月２４日　午前９時から午後４時３０分まで

　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　日を除く。
　８号）に規定する休日、令和元年１０月２２日及び１２月３０日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの
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工事名 八幡西勤労青少年ホーム改修電気工事
工事場所 北九州市八幡西区南鷹見町６番１号
工事内容 勤労青少年ホームの改修電気工事
工期 請負契約締結の日から令和２年１月３１日まで
予定価格 １，８６３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内に
あること。

実績

平成２６年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注４）を除く。）で令和元年６月３日から本件開札日までの間に開札する
　ものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止

５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和元年６月２５日　午前９時１６分

北九州市公告第７２号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和元年６月５日

（１）　令和元年６月２０日及び同月２１日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和元年６月２４日　午前９時から午後４時３０分まで

７　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和元年６月１０日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和元年６月１１日　午前９時から正午まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

この工事に関連する「八幡西勤労青少年ホーム改修工事」が入札不成立となった場合は、この工事の入札を中
止する。
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最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

　「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した

９　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　第２５条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２５条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規
　定する協議をいう。

　日を除く。

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

１０　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注８　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日、令和元年１０月２２日及び１２月３０日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
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工事名 鹿喰トンネル他（新門司港大里線）トンネル照明ＬＥＤ化工事
工事場所 北九州市門司区大字畑ほか
工事内容 トンネル内照明のＬＥＤ化工事
工期 請負契約締結の日から令和２年１月３１日まで
予定価格 ４，８４５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２６年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で令和元年６月３日から本件
 開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和元年６月２５日　午前９時８分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第７３号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和元年６月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和元年６月２０日及び同月２１日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和元年６月２４日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和元年６月１０日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和元年６月１１日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金
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８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２５条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規
　定する協議をいう。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

　日を除く。

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日、令和元年１０月２２日及び１２月３０日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２５条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
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工事名 下曽根三丁目配水管布設替工事
工事場所 北九州市小倉南区下曽根三丁目地内
工事内容 鋳鉄管据付工　内径７５ミリメートル　４５０メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から２５０日間
予定価格 ５，８７５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２６年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の
構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実
績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和元年６月３日
から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと
。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 令和元年６月２５日　午前９時３５分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

９　その他
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　中　西　満　信

公告する。
　　令和元年６月５日

期間

（２）　令和元年６月１１日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から令和元年６月１０日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

北九州市上下水道局公告第１２号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　令和元年６月２０日及び同月２１日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和元年６月２４日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
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　日を除く。

注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日、令和元年１０月２２日及び１２月３０日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの
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工事名 京町三丁目他配水管布設替工事
工事場所 北九州市小倉北区京町三丁目地内ほか
工事内容 鋳鉄管据付工　内径７５ミリメートル　２５．１メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１４５日間
予定価格 ３，２８４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２６年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の
構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実
績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和元年６月３日
から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと
。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 令和元年６月２５日　午前９時４０分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

９　その他
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

北九州市上下水道局公告第１３号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　中　西　満　信

公告する。
　　令和元年６月５日

期間

（２）　令和元年６月１１日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から令和元年６月１０日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１）　令和元年６月２０日及び同月２１日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和元年６月２４日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
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　８号）に規定する休日、令和元年１０月２２日及び１２月３０日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの
　日を除く。

注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
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工事名 鴨生田三丁目他配水管布設替工事
工事場所 北九州市若松区鴨生田三丁目地内ほか
工事内容 鋳鉄管据付工　内径１００ミリメートル　３４３．１メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１４５日間
予定価格 ２，９６５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２６年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の
構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実
績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和元年６月３日
から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと
。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 令和元年６月２５日　午前９時４５分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８
　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

北九州市上下水道局公告第１４号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　中　西　満　信

公告する。
　　令和元年６月５日

期間

（２）　令和元年６月１１日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から令和元年６月１０日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１）　令和元年６月２０日及び同月２１日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和元年６月２４日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

９　その他

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
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注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日、令和元年１０月２２日及び１２月３０日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの
　日を除く。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
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